
（参考２） 

運搬時の連絡体制 

 
Ａ：通常時の連絡（出発、到着等の連絡） 

Ｂ：交通渋滞等で運行時刻が予定より遅れる場合の連絡 
 

 
Ｃ：交通事故等の非常事態発生時の連絡 

 

 

 

特定病原体等の運搬者         Ｃ         最寄りの警察署 

                   

 運行責任者（又は運転者）       Ｃ        最寄りの消防署 

           

 

Ｃ                国立感染症研究所     

            

厚生労働省            

結核感染症課 担当者       

              Ｃ 

             Ｃ 

管轄の自治体 

管轄の地方厚生局        担当者 

健康課 担当者 

・    Ａ，Ｂ，Ｃ                                    管轄の保健所       

 

地方衛生研究所 

 

警察庁        （必要に応じて連携） 

危険物担当課 担当者 

 

        Ａ，Ｂ，Ｃ    管轄の警察本部       

           危険物担当課 担当者     

 

運搬先（○○）   運搬元（○○） 

担当部局 担当者 担当部局 担当者 

                     

必
要
な
技
術
支
援
等

 1 （参考）緊急時対応マニュアル

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/pdf/03-43.pdf

